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譲 事 日 程

第 5 号

平成 3 年第 4 回藤代町滋会定例会

平成 3 年 1 2 月 2 0 日

日程第・1.

日程第 2.

日程第 3.

日程第 4.

織案第71 号

議案第72 号

議案第73 号

滋案第57 号

議案第58 号

議案第59 号

議案第60 号
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議案第61 号

議案第62 号

議案第63 号

議案第64 号

議案第65 号

", 
議案第66 号

議案第67 号

議案第68 号

議案第69 号

（金） 午後 1 時開議

水と緑と祭の広場整備工事

結について

水と緑と祭の広場整備工事

結について

3 国補公園第 1 号、

（その 1) 請負契約の締

（その 2) 諸負契約の締

3 町単公園第 2 号合併新設工事

請負契約の締結について

藤代町職員定数条例の一部を改正する条例について

藤代町議会の議員の報酬及び質用弁 1賞等に関する条

例の一部を改正する条例について

・の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例について

藤代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について

町道路線の変更について

町道路線の廃止について

和解及び損害賠償の額を定めることについて

和解及び損害賠償の額を定めることについて

取手地方公平委員会規約の一部を改正する規約につ

いて

平成 3 年度藤代町一般会計補正予算（第 4 号）

いて

につ
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平成 3 年度藤代町国民健康保険特別会計補正予算

（第 1 号）について

平成 3 年度藤代町老人保健特別会計補正予算（第 3

号）について

平成 3 年度藤代町藤代駅南口土地区画整理事業特別
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会計補正予算（第 2 号）について

滋案第70 号 平成 3 年度藤代町土地改良事業特別会計補正予算

（第 1 号）について

諸願第 7 号 光風台団地の汚水処理場を公共下水道へ早期接続す

ることを求める請願 : 
諸願第 8 号 町立図書館の早期建設を求める請願 ¥ 

諸願第 10 号 （仮称）総合福祉センター建設に関する諸顧につい
: , ,1 

て
.j l 

請顔第 11 号 私立幼稚園授業料補助金の増額要求の為の諸願につ l 
l 

いて l 2 

陳情第 2 号 藤代町の図書館に必要な条件と「図書館設立準備委
l 

3 t 

員会」の早期設立を求める陳情について 4 

陳情第 3 号 「看護婦確保法」制定についての陳情について
;. 
i 

日程第 5. 意見習案第 4 号 「看護婦確保法」制定についての意見書につい
l 
1! 

て 'i 2 i ;• 

日程第 6 ｷ 決議案第 2 号 石井章議員の辞職勧告決議について ` ほ房 3 

日程第 7. 決議案第 3 号 暴力追放都市宣言に関する決議について t 4 

日程第 8. 町長の専決処分事項の指定について

日程第 9. 閉会中の所管事務網査の件について
置

2 

3 

4 
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の議員の起立を求めます。

〔終成者起立〕

0議長（坂本 守君） 全員賛成。よって陳情第 2 号 藤代町の図書館に必要

な条件と、図杏館設立準備委員会の早期設證を求める陳情については委員長報

告どおり趣旨採択することに決定いたしました。

陳情第 3 号 看護婦確保法制定についての陳情について、本陳情を委員長報

告どおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立〕

〇講長（坂本 守君） 全斑賛成。よって陳情第 3 号 看護婦確保法制定につ

いての陳情については委員長報告どおり採択することに決定いたしました。

日程第 5 、.、意見書案第 4 号 看護婦確保法制定についての意見書についてを

議躁といたします。

゜ヽ芭見笞案第 4 号 看護婦確保法制定についての惹見苔について

〇證長（坂本 守君） 提案者代表の設明を求めます。 16 番吉岡 茂君。

(I 6 番吉岡 I交君登壇〕

0 1 6 番（吉岡 茂君） 意見密案第 4 号、お·手元の資料にあるとおり、看護

婦確保法制定についての意見宮案についてでございます。

皆ざんご存じのように、現在 3 K とか言われて、汚い、危険、厳しい職業は

特に若い人たちの間から敬遠されがらで、看；位婦の確保もままならないよ・うな

状態で、病院の経営すら危機をはらんでおります。これは我々の健康にも直接·

かかわりあることでございますので、皆様方の賢明なるこ゜判断で、この確保法

制定についての意見内の提出にご協力をお踊いいだしまして、提案理由の税明

を終わります。よろしくお願いします。

〇棗長（坂本 守君） 以上で提出者代表の説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぷ者あり）

〇證長（坂本 守君） 質疑なしと認めます。

以上で質疑を打ち切ります。

-ｷ 2 2 6 -
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お諮りいたします。討論を省略し、直ちに採決をしたいと思いますが、

海ございませんか。

〇諸長（坂本 守君）

採決を行います。

（「巽塙なし」と暉ふ＇者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって討論を省略し、

ー 199
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直ちに

採決は起立採決で行います。

意見密案第 4 号 看護婦確保法制定についての意見書について：本意見苔案

に賛成の議員の起立を求めます。

〔焚成者起立〕

0議長（坂本 守君） 全員賛成。 よって意見嘗案第 4 号は可決することに決

定いたしました。

日程第 6 、決議案第 2 号

します。

決諸案第 2 号
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〇諜長（坂本

石井幸議員の辞職勧告決滋についてを滋題といた

゜石井章諸員の辞職勧告決講について

守君） 提出者代表の説明を求めます。

決滋案第 2 号について、 20 悉沼尻

〔 20 番沼尻 守君登壇〕
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0 2 0 番（；召尻

と思います。

守君） 石井

なまじ汲明を加えますといろいろ差しさわりがありますので、

って提案したいと思いますので、

います。

r.... 丑
寸心 0

葉滋屈に対する辞職勧告決議案を上程したい

朗誠のみをも

よろしく皆さんのご賢同をお誦いしたいと思

平成 3 年 8 月 4 日執行の藷代町町ほ選における架空転入、替え王投票による

茨城喋姿、不正投票事件に関して、 取手器察署の合同捜森によりまして、電磁

的公正証書原本不実記載、同供用と公選法違反の疑いで石井来逸負の後援会幹

捜森はその後部｀暴力団など合わせまして 6 名の逮捕者を出すに至りました。

も続行中であります。

今回の事件が、屎力団による組織的犯行であったことに対して、町民の怒り

が全町に広がり、石井淡員に対する腐任追及の声が日増しに厳しくなってきて
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石井議員は関係者からこれだけの逮捕者を出し、籐代町の名螢を傷つけた責

任ぱ狽大であ・ります。・

起こしたことは許しがたいことであります。

よって、石井議員は直ちに滋会滋員を辞職するよう勧告をするものでありま

ず。

以上、決議する。

平成 3 年 12 月 20 曰
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以上であります。

〇諸長 守君）

これより質疑を行います。

質疑はございますか。

0議長（坂本

以上で質疑を打ち切ります。

これより討論を行います。

討論ございますか。

0 森長

（坂本

（坂本 守君）

以上で討論を打ち切ります。

これより採決を行います。採決は起＿，1．採決で行います。

決議案第 2 号 石井翠議員の辞職勧告決滋について、本決漉案を可決するこ

とにfが成の議員の起立を求めます。

〇諸長

0議長

（坂本

日程第 7 、決議案第 3 号 逃力追放揺市宣言に関する決議についてを議薙と

いたします。

決證案第 3 号

（坂本

守君）

守君）

守君）

とりわけ、蕊力団とのかかわりの中でこのような事件を

以上で提出者代表の説明が終わりました。

〔「なし」 と呼ぷ者あり〕

質疑なしと認めます。

〔「なし」と呼ぷ者あり］

討論なしと認めます。

北相馬郡藤代町議会

〔焚成者起立〕

よって決議案第 2 号は可決されました。焚成多数。

゜暴力追放都市宜言に関する決證について

提出者代表の汲明を求めます。
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決議案第 3 号について、 16 番吉岡

(」 6番吉岡

茂君。

茂君登壊〕

0 1 6 番 （吉岡 茂君） それでは簗力追放都市宣言に関する決滋について Rii

読して、 ご協力お願いいたします。

暴力団に対する取締り強化の法改正があったが、

暴力団組織は政治結社や土木建設業等にも姿を変えて活勤しようとする勅きも

出ている。

今殷、藤代町議選に絡む架空転入、不正投票に暴力団が祖識的に介人した弔

件は、

このような背只を受けて、

器力団の新たな勅きとして軽視することはできない。

明る＜住みよいまちづくりに努力している町民にとっても激しい怒りを槌え

ずにはいられないことであり、 今こそ町民こぞって民主主義体制を根底からく

つがえす行為を追放しない限り、明る＜住みよいまちづくりはできない。

私たちは総力を結集し、 器力追放の体制を確立し、器力のない明る＜住みよ

い盟かなまちづくりに邁進することを宣言するものである。

以上、決滋する。

平成 3 年 12 月 20 日

以上 3

0 瑳長
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（坂本 守君）

これより質疑を行います。

質疑はございますか。

〇説長（坂本 守君）

〔「なし」と呼ぷ者あり）

質疑なしと認めます。

以上で質疑を打ち切ります。

これより討論を行います。

討論はございますか。

〔「なし」 と呼ふ者あり〕

0 議長（坂本 守君） 討論なしと認めます。

決議案第 3 号

-2 2 9 -

北相馬郡秘代町議会

以上で提出者代表の没明が終わりました。

..
 ‘
“
ふ
i
日
目
員
息
＇
眉
欝
喜
喜
喜
籾
靡
唇
淡
晨
罰

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 ,
.
,
 .
.
 ,

'

 .. 9ヽ
1
,
'

ー
，

...... 

＇
，

1
:

＇
、

_-‘, 

以上で討論を打ち切ります。

これより採決を行います。採決は起立採決で行います。

暴力追放都市宣言に関する決滋について、本決滋案を可決す



ることに焚成の議員の起立を求めまず。

（賛成者起立〕

〇證長（坂本 守君） 全員賛成。よって決浪案第 3 号は可決されました。

ここで助役秋田 修君より発言を求められておりますので、これを許します。

秋田修君。

〔助役秋田 修君登壇〕

〇助役（秋田 修君） ただいま決議第 3 号 器力追放都市宣言に関する決議

が決議されました。藤代町といたしましても、この器力追放都市宣言をいたし

ます。

あす、取手市ほか北相馬郡の簗力追放に関するtiい義会が総会を開く予定でご

ざいまして、これらの関係団体等々も協海をしながら、今後の趣旨徹底に努め

てまいる所存であります。以．E であります。

〇謙長（坂本 守君） 続いて日程第 8 、町長の専決処分布項の指定について

を試逸といたします。

．．．．．．．．．．ー・•一ー·--- -·——`•• •一ー一·ー· --• O -—•-• ---

町長の専決処分甜項の指定について

〇誨長（坂本 守君） 提出者代及の鋭明を求めます。

吉岡戊君n

〔 16 番吉岡 茂君登壌〕

0 1 6 番（吉岡 茂君） 町長のt附央処分事項の指定についてをお踊いいたし

ます C • 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次の各号に掲げる事項は、町長に

おいて導決処分することができるものとして指定する。

l. l 件の金額が30 万円以下の歳入歳出予算の補正をすること。

2. 法第96 条第 1 項第 12 号に規定する和解のうち軽易と認められるもの。

3. 法第96 条第 1 項第 13 号に規定する徊害暗償で、 1 件の金額が30 万円以下

の額を決定すること。

以上の弔項に関しては町長において導決処分することができるものとして指

定することについて、地方自治法第 180 条の規定により、議会の議決を求める

ものであります n よろしくご賛同お願いします。
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0議長（坂本

これより質疑を行います。

守君）

質疑はございますか。

以上で提出者代表の税明が終わりました。

〔「なし」 と呼ぷ者あり］

0議長（坂本 守君） 質疑なしと認めます。

以上で質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。討論を省略し、直ちに採決をしたいと思いますか、
滋ございませんか。

〔「異海なし」

0 議長 （坂本 守君）

と呼ぷ者あり〕

ご異梁なしと認めます。

採決は起立採決で行います。

町長の専決処分事項の指定について、本案に賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立）

〇諸長 （坂本 守君） 全負疑成。 よって町長の界決処分事項の指定について
は可決することに決定をいたしました。

日程第 9 、閉会中の所管市務凋査の件についてを澁題といたします。

゜
• •一•ー・-

閉会中の所管事務調査の件について

〇護長
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（坂本 守君）
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審査事件があるときのみ開催できることとされておりますが、行政視察等にお
本件につきましては閉会中における常任委員会は継続

いても閉会中の所管車項調査として淮決が必要とされております。よって、各
常任委員会から閉会中の所管事務調査の申し出があったものであります。
お諮りいたします。•本件はお手元に配付のとおり、閉全中の I祈管事務凋在に

付することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」

0議長（坂本 守君） ご異議なしと認めます。

車務調査に付することに決しました。

と呼ぷ者あり〕

よって、本件は閉会中の所管

ここでお諮りいたします。議会運営委員会の閉会中の車務調査につきまして

は地方自治法第 109 条の 2 、第 3 項第 1 号ないし第 3 号の規定による調査哀項
といたしたいと思いますが、
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これにご異議ございませんか。

-ｷ 2 3 1 -


